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①営利目的で使用する場合
②越谷市の信用や品位を損なうような使用をする場合
③自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用する場合
④「越谷市」「越谷市役所」などの自治体を表わす文字と
　併用して使用する場合
⑤その他、著しく不適当と認められる場合















シンボルマークのデザインは本マニュアルの清刷以外にも
デジタルデータがあります。
市長公室広報シティプロモーション課（967-1325）にお問い合わせください。


